
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
超臨界処理流体を冷却する冷却装置であって、冷却用流体を導入する冷却流体導入部を備
えた耐圧性の外管と、超臨界処理流体と冷却用流体が流入し混合される内管からなり、該
内管には冷却用流体が流入する冷却流体流入路が設けられていることを特徴とする超臨界
処理流体の冷却装置。
【請求項２】
内管が交換可能な構造であることを特徴とする請求項１に記載の超臨界処理流体の冷却装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、超臨界水等の超臨界流体による反応後の超臨界処理流体を冷却する冷却装置に
関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
超臨界水は、溶質を良好に溶解することによって大きな反応速度を得られるという反応溶
媒としての効果と、低粘性で高拡散性の輸送媒体としての効果を有しており、この性質を
利用して、超臨界水反応装置により有害化学物質の酸化分解処理や脱ハロゲン化処理など
が行われている。
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【０００３】
超臨界水酸化によって処理しようとする分解対象物の主なものの一つに難分解性有機物や
有害有機物があり、これらの多くは、塩素や硫黄、あるいは窒素、リンを含むため、これ
らの物質を超臨界水酸化処理すると酸（塩酸、硫酸、硝酸及びリン酸）を生成する場合が
多いので、常に腐食性の問題を考慮しなくてはならない。そのため超臨界水反応装置に適
した材料に関する報告が数多くなされている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
超臨界水反応装置の腐食が起こりやすい部位は、臨界点近傍であることが報告されている
（ R.M.Latanison etal, "The 4th International Symposium on Supercritical Fluids",
 p865-868）。超臨界水反応装置では反応後の処理流体の冷却が不可欠であり、冷却によ
り処理流体は臨界点を通過せざるをえない。
【０００５】
従来、処理流体の冷却方法について詳しく述べられた文献は見あたらず、熱交換器による
冷却が知られているのみである。しかしながら、熱交換器による冷却では、臨界点近傍に
さらされる部位が長くなる。つまり、腐食が起こりやすい環境下にさらされる部位が増え
、ピンホール、亀裂等の材質破損が起こりやすくなる。従って、腐食されやすい部位には
耐食材を使用せねばならず、耐食材を使用する部位が広範囲になるためイニシャルコスト
がかさむことになる。また、熱交換器において、ピンホールや亀裂等の破損が生じた場合
、冷却媒体中へ高圧高温の処理流体が漏洩し危険である。さらに、熱交換器の交換が必要
になるが、一般的に熱交換器は高価であり、ランニングコストがかさむことになる。
【０００６】
本発明が解決しようとする課題は、腐食されやすい臨界点近傍の部位が少なく、万が一腐
食による破損が生じた場合でも危険性のない超臨界処理流体を冷却する冷却装置を提供す
ることにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するための本発明は、超臨界処理流体を冷却する冷却装置であって、冷却
用流体を導入する冷却流体導入部を備えた耐圧性の外管と、超臨界処理流体と冷却用流体
が流入し混合される内管からなり、該内管には冷却用流体が流入する冷却流体流路が設け
られていることを特徴とする超臨界処理流体の冷却装置に関するものである。
【０００８】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の冷却装置の一実施形態の断面図である。
【０００９】
本発明の冷却装置１は、内管４と外管２からなる２重管構造を有している。
【００１０】
外管２は、耐圧性の部材からなり、冷却用流体を導入するための冷却流体導入部３を設け
ている。冷却流体導入部３から導入された冷却用流体は、内管４の端部５と超臨界処理流
体吐出口６との間の空隙を流入路としてから内管４内へ流入する。流入路の形成は図１に
示したものに限定されず、例えば冷却流体導入部３をフランジ１０内に設置してもさしつ
かえない。
【００１１】
管型またはベッセル型の超臨界流体反応器から排出された超臨界処理流体は冷却装置１の
導入口７より流入し、吐出口６より内管４へ吐出される。内管４内へ流入した超臨界処理
流体は、冷却流体導入部３から供給された冷却用流体と混合され、極めて短時間のうちに
冷却され、出口８より排出される。従って、超臨界処理流体は、腐食が起こりやすい臨界
点近傍領域に留まる時間が少なくなり、腐食の発生を低減することができる。
【００１２】
冷却用流体の種類と供給量により異なるが、冷却装置１から排出された処理流体の温度は
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、２００℃前後となる。冷却処理流体の温度をさらに下げるには、例えば後段に従来の熱
交換器型等の冷却装置を設置し、冷却すればよい。
【００１３】
冷却装置１の内管４の内壁は、処理流体と接触するので、内管４自体を耐食性の部材で製
造するか、内管４の内面に白金等の耐腐食性金属やセラミックスでコーティングすること
が好ましい。
【００１４】
冷却用流体は、超臨界処理流体を冷却することできる流体であれば特に限定されないが、
例えば、水、空気等を挙げることができる。また、超臨界処理流体が、酸成分やアルカリ
成分を含む場合は、冷却水にアルカリ剤や酸等の中和剤を添加して、冷却と同時に中和を
行ってもよい。
【００１５】
本発明の冷却装置１は、外管２にフランジ部９，１０を設けることにより、超臨界水反応
装置への取り付け、取り外しを容易に行うことができ、メンテナンスがしやすくなる。ま
た、内管４を取り外し可能な構造とすれば、内管４が腐食した場合でも、内管４を交換す
るだけでよく、メンテナンスのコストを低減することができる。
【００１６】
本発明の冷却装置１は２重管構造であるため、超臨界処理流体が接触する内管４にピンホ
ール等の微少な腐食が発生しても、外管２と内管４の間の空隙に流通している冷却用流体
が腐食部を介して内管４内へ流入するので、外管２は腐食性の超臨界処理流体と接触する
ことがなく、外管２が腐食することはない。従って、外部へ超臨界処理流体が漏洩する可
能性は少ない。
【００１７】
【実施例】
実施例１
図２（ａ）に示したフロー図のように、実験装置を組み立て、反応圧力２５ＭＰａ、超臨
界水反応器出口で５００℃、５０Ｌ／Ｈｒの超臨界水処理流体を冷却した。本発明の冷却
装置は、５０ｃｍの内管を有するものを使用した。
【００１８】
　超臨界水反応装置２１から排出される超臨界水処理流体（１）を本発明の冷却装置１に
導入した。冷却装置には冷却 流体として水（２）を導入し、超臨界処理流体を直接冷却
した。冷却された処理流体（３）をさらに冷却するため、熱交換器２２に導入した。冷却
された処理流体（ ）は、減圧弁２３により減圧した。
【００１９】
▲１▼～▲５▼の流体の温度と圧力の測定結果を表１に示す。また上記系全体の温度降下
の状態を図２（ｂ）に示す。
【００２０】
【表１】
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【００２１】
臨界点近傍にされされる箇所は、冷却装置１の内管のみとなり、熱交換器２２での腐食は
見られなかった。臨界点近傍となった冷却装置１の内管のみ肉厚減少が認められたが、冷
却装置１の外管には腐食は見られなかった。
比較例１
図３（ａ）に示したフロー図のように、熱交換器２２により超臨界水処理流体を冷却した
。超臨界処理流体は、実施例１と同じ処理流体を用いた。
【００２２】
１５ＭＰａ、５００℃の超臨界処理流体を熱交換器２２で４０℃まで冷却した。臨界点近
傍（３００～４００℃）にさらされる熱交換器の冷却管の長さは、約３ｍであった。その
時の、▲１▼、▲４▼、▲５▼の流体の温度と圧力の測定結果を表２に示す。また上記系
全体の温度降下の状態を図３（ｂ）に示す。
【００２３】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２４】
熱交換器２２の冷却管のうち臨界点近傍にされされた部位は、腐食の程度が他の部位より
ひどく、肉厚減少がみられた。この腐食がさらに進むと、冷却水側へ高圧の処理流体が漏
洩することになり危険である。
【００２５】
【発明の効果】
請求項１に記載の本発明冷却装置は、超臨界処理流体に冷却用流体を直接混合して冷却す
ることができるため、臨界点近傍にさらされる部位が少なくなり、また２重管構造を有し
ているため、内管が腐食されピンホール等が発生しても、外部に超臨界処理流体が漏洩す
ることがないため、超臨界処理流体の冷却を安全かつ低コストで行うことができる。
【００２６】
また、請求項２に記載の本発明冷却装置は、上記効果に加え、内管を取り外し可能な構造
としたため、内管が腐食した場合でも、内管のみを交換するだけでよく、ランニングコス
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トを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の冷却装置の断面図。
【図２】　（ａ）は実施例１のフロー図、（ｂ）は実施例１の系全体の温度降下の状態を
示すグラフ。
【図３】　（ａ）は比較 １のフロー図、（ｂ）は比較例１の系全体の温度降下の状態を
示すグラフ。
【符号の説明】
１　超臨界処理流体冷却装置
２　外管
３　冷却流体導入部
４　内管
５　内管端部
６　超臨界処理流体吐出口
７　超臨界処理流体導入口
８　出口
９、１０　フランジ
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【 図 ３ 】
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